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各種手続きチェックリスト

持ち物の確認

委任状について 

ご来庁ください



□  来庁される方の本人確認書類
預貯金通帳
死亡者との続柄がわかる戸籍謄本

基礎年金番号が記載されているもの（年金手帳、年金証書など）

国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書など

介護保険被保険者証

各種医療証（マル都、マル障、自立支援医療受給者証）

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳（療育手帳）

印鑑登録証

１点で本人確認できる書類（顔写真付きに限る）

２点で本人確認できる書類
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● 早めに、相続した土地・建物の相続登記をすることがおすすめです。
　相続の際、相続登記の免税措置も拡大されています。
●相続の際、遺産分割を早めに済ませることが大切です。
● 法改正以前に所有している相続登記・住所などの変更登記が済んでいない
　不動産についても、登記が義務化されます。
●問い合わせは、不動産の所在地を管轄している法務局へお願いいたします。
   相続・登記の専門家への相談もご検討ください。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に申請
しなければなりません。正当な理由がなく義務に
反した場合、10万円以下の過料の対象となります。

不動産取得を知った日から3年以内に申請

反した場合、10万円以下の過料

   相続登記の申請の流れ

　戸籍関係書類の取得

相続開始の証明と法定相続人の特定

　遺産分割協議・協議書の作成

協議・話し合いによる土地・建物の 所有者の確定とその書面化

　登記申請書の作成

法務局（登記所）提出書類の作成

　登記申請書の提出

法務局（登記所）へ提出

　登記完了
法務局（登記所）から登記完了証・ 登記識別情報通知書の交付

令和6年
4月1日から

遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、
次のステップ①からステップ⑤までの流れで行います。

ステップ
①

ステップ
②

ステップ
③

ステップ
④

ステップ
⑤

不動産の相続登記のルールが
大きく変わりました。

義務に



不動産の相続登記のルールが
大きく変わりました。
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